
  

 

 

和歌山県と PayPay 株式会社は、和歌山県内におけるキャッシュレス決済の普及と多様

化を推し進め、県内への観光客誘客等による消費拡大につなげるため、下記のとおり連携

協定を締結します。なお、同社と都道府県との連携協定締結は、本県が全国初となります。 

 

記 

１ 調印式 

日 時： 令和５年 11 月 10 日（金） 15 時 00 分～15 時 30 分 

場 所： 和歌山県庁知事室 

出席者： PayPay 株式会社  

代表取締役社長  中山 一郎（なかやま いちろう） 氏  

営業統括本部 西日本営業本部 本部長  千葉 大輔（ちば だいすけ）氏 

 

和歌山県知事 岸本周平 

 

２ 連携事項 

（１）インバウンド誘客を含む観光振興に関すること。 

・県内事業者に対し、海外キャッシュレス対応サービスへの加入を促進。 

・インバウンド対応を意識し、バス会社やタクシー会社といった二次交通事業者、土産物店など 

の小規模事業者、観光施設等を対象としたキャッシュレス導入セミナーやビジネスマッチングの機 

会を創出。 

（２）キャッシュレス社会の推進に関すること。 

・商工会や商工会議所などの経済団体を通じて、中小零細事業者を含む県内事業者へのキ 

ャッシュレス決済の導入を促進。 

（３）地域経済の活性化に関すること。 

・PayPay 商品券等のサービスを活用することによる地域振興策を検討。 

・PayPay 社が有する県内の消費動向データ等を元に意見交換を行い、県内への効果的な誘

客手法を検討。 

（４）その他、地方創生に関すること。 

 

令和５年11月9日（木） 

記 者 発 表 

担 当  商工観光労働総務課 辻・岩﨑 

連絡先 073-441-2724（直通） 

和歌山県とPayPay 株式会社との包括連携協定締結について 


